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基 本 理 念 
 

【交通事故のない安全で安心な岡山県を目指して】 

本県は、長期の人口減少過程に入っている。このような時代変化を乗り越え、真に豊か

で活力のある社会を構築していくためには、その前提として、県民全ての願いである安全

で安心して暮らすことができ、移動することができる社会を実現することが極めて重要で

ある。 

しかしながら、今なお、交通事故により毎年多くの方が被害に遭われていることを考え

ると、公共交通機関をはじめ、交通安全の確保は、安全で安心な社会の実現を図っていく

ための重要な要素である。 

これまでの 11 次・55 年にわたる取組において、本県の交通事故による死者を過去最悪

であった時と比べて８分の１以下にまで減少させるなどの成果をあげてきたところである

ものの、今なお多くの尊い命が交通事故で失われていることに変わりはない。 

人命尊重の理念に基づき、また交通事故がもたらす大きな社会的・経済的損失をも勘案

して、究極的には「交通事故のない安全で安心な岡山県」を目指すことを今一度認識すべ

きである。言うまでもなく、交通事故のない社会は一朝一夕に実現できるものではないが、

改めて交通事故被害者等の存在に思いを致し、交通事故を起こさないという誓いの下、悲

惨な交通事故の根絶に向けて、新たな一歩を踏み出さなければならない。  

 

【人優先の交通安全思想】 

今日の社会においては、弱い立場にある者への配慮や思いやりが必要不可欠である。道

路交通については、自動車と比較して弱い立場にある歩行者等の安全を、また、全ての交

通について、高齢者、障害のある人、こども等の交通弱者の安全を一層確保する必要があ

る。交通事故がない社会は、交通弱者が社会的に自立できる社会でもある。また、思いが

けず交通事故被害者等となった方に対して、一人一人の状況に応じた支援が求められる。

このような「人優先」の交通安全思想を基本とし、あらゆる施策を推進していく。 

   

【少子化・高齢化が進展しても安全に移動できる社会の構築】  

道路交通については、高齢の歩行者や自転車利用者の交通事故とともに、高齢運転者によ

る交通事故の防止は、喫緊の課題である。一方、事業用自動車においては、少子化・高齢化

の進展に伴う人手不足のため、運転者の担い手が減少し、移動手段が減少していく課題に向

き合う必要があるなど、少子化・高齢化の進展に伴い生じうる、様々な交通安全の課題に向

き合い、解決していくことが不可欠となっている。 

こどもから高齢者に至るまで安全に移動することができ、安心して豊かな人生を送ること

ができる社会の構築を引き続き目指していく。 
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１ 交通社会を構成する三要素 

本計画は、このような観点から、交通社会を構成する人間、車両等の交通機関及びそ

れらが活動する交通環境という三つの要素について、それら相互の関連を考慮しながら、

今後５年間に講ずべき施策の大綱を総合的に策定したものである。 

 

（１）人間に係る安全対策 

交通機関の安全な運転を確保するため、運転する人間の知識・技能の向上、交通安

全意識の徹底、資格制度の強化、指導取締りの強化、運転管理の改善、労働条件の適

正化等を図り、かつ、歩行者等の安全な移動を確保するため、歩行者等の交通安全意

識の徹底や指導の強化等を図る。 

また、交通社会に参加する県民一人一人が、自ら「安全で安心な交通社会」を構築

していこうとする前向きな意識を持つようになることが極めて重要であることから、

交通安全に関する教育、普及啓発活動を充実させる。この場合、交通事故被害者等の

声を県民が直接聞く機会を増やすことも安全意識の高揚のために有効である。 

さらに、県民自らの意識改革のためには、住民が身近な地域や団体において、地域

の課題を認識し、自ら具体的な目標や方針を設定したり、交通安全に関する各種活動

に直接関わるなど、安全で安心な交通社会の形成に積極的に関与することができる仕

組みづくりが必要であり、市町村においても、それぞれの実情に応じて、かかる仕組

みを工夫する必要がある。 

 

（２）交通機関に係る安全対策 

人間はエラーを犯すものという前提の下で、それらのエラーが事故に結び付かない

ように、新技術の活用とともに、不断の技術開発によって、その構造、設備、装置等

の安全性を高め、各交通機関の社会的機能や特性を考慮しつつ、高い安全水準を常に

維持させるための措置を講じ、さらに、必要な検査等を実施し得る体制を充実させる。 

 

（３）交通環境に係る安全対策 

 機能分担された道路網の整備、交通安全施設等の整備、交通管制システムの充実、

効果的な交通規制の推進、交通に関する情報提供の充実とともに、これら関係施設の

老朽化対策等を図る。特に交通安全施設等の老朽化対策は、社会のインフラ対策とし

て、計画的な推進が必要である。 

 また、交通環境の整備に当たっては、人優先の考えの下、人間自身の移動空間と自

動車や鉄道等の交通機関との分離を図ること等により、混合交通に起因する接触の危

険を排除する施策の充実を図る。特に、道路交通においては、通学路、生活道路、市

街地の幹線道路等において、歩道や自転車通行空間の整備を積極的に実施するなど、

人優先の交通安全対策の更なる推進を図ることが重要である。 

  なお、これらの施策を推進する際には、地震や津波等に対する防災の観点にも適切

な配慮を行うものとする。 
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２ これからの５年間（計画期間）において特に注視すべき事項 

（１）人手不足への対応 

交通に関わる多岐にわたる分野・職種において人手不足の影響がみられ、自動化・

省力化、外国人材の活用等の進展もみられる中で、安全が損なわれることのないよう、

人材の質を確保し、安全教育を徹底するなどの取組が必要である。 

 

（２）増加する外国人運転者等への対応 

在留外国人数及び訪日外国人数は過去最高を記録しており、今後も更なる増加が予

想されている。また、県内在留外国人数も、令和２年末の約３万１千人から、令和６

年末には約３万９千人となり、過去最高となっている。 

そうした状況で、今後、日本の交通ルールを十分に理解していない外国人の移動に

伴う交通事故のリスクが高まらないよう対策を講じることが重要である。特に、道路

交通の分野では、訪日外国人や外国籍の日本の運転免許保有者の増加を背景に、外国

人運転者による交通事故件数が全国的に近年増加している。 

また、自動車運送業分野等が特定技能制度の対象となるなど、今後、外国人運転者

の更なる増加が予想されるほか、外国人の歩行者や自転車等利用者も必然的な増加が

見込まれる。 

このため、関係機関・団体、地域社会や外国人労働者を雇用する企業、観光事業者、

レンタカー事業者、シェアリング事業者といった関係者それぞれが交通安全教育の必

要性を認識し、一体となって取り組み、様々な場面で交通安全教育や日本の交通ルー

ル・マナーの周知、理解促進を図り、交通事故のリスクを低減させる取組が必要であ

る。 

 

（３）先進技術導入への対応 

道路交通の分野では、衝突被害軽減ブレーキをはじめとした先進安全技術が普及・

進展し、交通事故の減少への貢献がみられる。また、陸上交通の各分野で、交通機関

の運転はもとより、保守点検等多様な場面における自動化への取組が進められている。 

先進技術の導入に当たっては、ヒューマンエラーの防止を図り、また、人手不足の

解決にも寄与することが期待されるが、安全性の確保を前提として、社会的受容性の

醸成を進めるとともに、性能を過信・誤解することなく、正しく理解し、利用するよ

う広報啓発等を進めることが重要である。 

このほか、新たなモビリティについても、安全性の観点からの議論を深めるととも

に、安全な利用を徹底するためのルールの周知や先進技術の活用といった取組が必要

である。 

 

（４）高まる安全への要請と交通安全 

自然災害の影響、インフラの老朽化、治安、感染症等、様々な安全への要請が高ま

る中、確実に交通安全を図るために、安全に関わる関係機関はもとより、多様な専門
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分野間で、一層柔軟に必要な連携をしていくことが重要である。 

 

３ 横断的に重要な事項 

（１）先進技術の積極的活用 

今後も、更なる交通事故の抑止を図り、交通事故のない社会を実現するために、あ

らゆる知見を動員して、交通安全の確保に資する先進技術や情報の普及活用を促進す

る必要がある。 

加えて、ICT を積極的に活用し、交通安全により寄与するように、高齢者をはじめ

とする人々の行動の変容を促していくことも重要である。自動化の推進に当たっては、

全体として安全性が高まるための解決策を社会全体として作り出す必要がある。 

また、有効かつ適切な交通安全対策を講じるため、その基礎として、交通事故原因

の総合的な調査・分析の充実・強化、必要な研究開発の推進を図る。 

 

（２）救助・救急活動及び被害者等支援の充実 

交通事故が発生した場合に負傷者の救命を図り、また、被害を最小限に抑えるため、

緊急通報システム等の交通事故発生時における緊急車両の迅速な現場急行を可能にす

るサービスの更なる普及を図るとともに、迅速な救助・救急活動の充実、負傷者の治

療の充実等を図ることが重要である。 

また、犯罪被害者等基本法(平成 16 年法律第 161 号)に基づき、交通安全の分野に

おいても交通事故被害者等に対する支援の更なる充実を図る。 

 

（３）参加・協働型の交通安全活動の推進 

交通事故防止のためには、関係機関・団体等が緊密な連携の下に、それぞれが責任

を担いつつ、施策を推進するとともに、県民の主体的な交通安全活動を積極的に促進

することが重要であることから、県及び市町村が行う交通の安全に関する施策に計画

段階から県民が参加できる仕組みづくり、県民が主体的に行う交通安全総点検、地域

におけるその特性に応じた取組等により、参加・協働型の交通安全活動を推進する。 

 

（４）運輸安全マネジメント制度の充実・強化 

県民の日常生活を支え、一たび交通事故等が発生した場合には、大きな被害となる

公共交通機関等の一層の安全を確保するため、保安監査の充実・強化を図るとともに、

事業者が社内一丸となった安全管理体制を構築・改善し、国がその実施状況を確認す

る運輸安全マネジメント評価を充実・強化する。 

また、運輸安全マネジメント評価を通じて、事業者による防災意識の向上及び事前

対策の強化等を図ることにより、運輸防災マネジメントの取組を強化する。 
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４ 計画の推進 

総合的かつ計画的に対策を推進するため毎年度「岡山県交通安全実施計画」を策定す

る。 

交通安全対策については、地域の交通実態に応じて、少ない予算で最大限の効果を挙

げることができるような対策に集中して取り組むとともに、ライフサイクルコストを見

通した信号機等の整備を図るなど効率的な予算執行に配慮する。 

また、交通の安全に関する施策は多方面にわたっているところ、これらは相互に密接

な関連を有するので、有機的に連携させ、総合的かつ効果的に実施することが肝要であ

る。 

これらの施策は、少子化・高齢化、国際化等の社会情勢の変化や交通事故の状況、交

通事情等の変化に弾力的に対応させるとともに、EBPMの取組を強化するため、多角的に

データや統計を収集し、各施策の効果を検証した上で、より効果的な施策を目指す。さ

らに、交通の安全は、交通需要や交通の円滑性・快適性と密接な関連を有するものであ

るので、自動車交通量の拡大の抑制等によりこれらの視点にも十分配慮するとともに、

沿道の土地利用や道路利用の在り方も視野に入れた取組を行っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


